
令和8年6月

●男性労働者の育児休業等取得率(令和7年度) 100%

(計算式)

育児休業をした男性労働者の数

+

小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数

配偶者が出産した男性労働者の数

対象期間：令和７年４月１日～令和８年３月３１日
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